
生産緑地地区の指定及び廃止の流れ（尼崎市）  

生産緑地地区の都市計画案の作成（市）【9月頃】

尼崎市都市計画審議会【11月頃】

土地所有者等の同意【7月頃】

生産緑地地区に関する都市計画の決定(告示及び縦覧)【12月頃】

農地としての生産緑地の管理

生産緑地指定後 30年経過

主たる農業従事者が

故障・死亡の場合

買い取らない旨

の通知

買い取る旨の通知

（1ヶ月以内）

価格の協議 農林漁業希望者へ斡旋

行為制限の

解除（買取り

申出の日か

ら 3ヶ月後）

市長への買取り申出
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あっせん
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成立

宅地並み評価

宅地並み課税

1,500万円控除 農地評価

農地課税

・農地所有者の指定希望者の申出【6月末まで】
・内容確認・現地調査(尼崎市) 
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買取り申出をしない場合
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公共施設等を設置

する場合

市長へ設置の通知

公共施設整備

都市計画変

更手続（生産

緑地の廃止）

公共施設と

して利用

完了

都市計画変

更手続（生産

緑地の廃止）

行為制限の

解除（道連れ

の場合）

宅地並み評価

宅地並み課税

新規・追加指定

廃止

買取り申出をしない場合


